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：公園等での利用が無い調節池

：公園やグラウンドとしても
利用されている調節池

凡例

調節池ネーミングライツ公募箇所図 別紙1
複数箇所への応募も可能です。
例えば、同一地域内や複数の地域の調節池を組み合
わせて愛称を付けていただくことで、１箇所のみ愛
称を付与する場合と比べ、より広いエリアで愛称が
認知される効果が期待できます。


